
高知県児童養護施設等環境改善事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第１条 この要綱は、高知県補助金等交付規則（昭和 43 年高知県規則第７号。以下「規

則」という。）第 24条の規定に基づき、高知県児童養護施設等環境改善事業費補助金

（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第２条 県は、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、母子生活支援施設、児童自

立生活援助事業所（自立援助ホーム）又は小規模住居型児童養育事業所（ファミリー

ホーム）における小規模化及び入所児童の生活向上を図ること、児童養護施設、乳児

院、児童心理治療施設、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業所（自立援助ホー

ム）、小規模住居型児童養育事業所（ファミリーホーム）、児童家庭支援センター、里

親支援センター、社会的養護自立支援拠点事業所及び妊産婦等生活援助事業所におけ

るＩＣＴ化を推進し、業務におけるビデオ通話やテレビ会議、タブレット端末等の活

用を促進するとともに、業務負担の軽減を図ること並びに児童養護施設、乳児院、児

童心理治療施設、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業所（自立援助ホーム）及

び小規模住居型児童養育事業所（ファミリーホーム）における性被害防止対策を図る

ことを目的として、第２条の３に規定する補助事業に要する経費について、予算の範

囲内で補助金を交付する。

(補助事業者)

第２条の２ 補助事業者は、次条に規定する事業を実施する社会福祉法（昭和 26 年法

律第 45 号）第 22 条に定める法人、児童自立生活援助事業者、小規模住居型児童養育

事業者及び里親とする。

(補助対象事業)

第２条の３ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次に掲

げるものとする。

(１) 入所児童等の生活環境改善事業

次のア又はイに該当する事業

ア 児童養護施設、乳児院又は児童心理治療施設において、小規模なグループによ

るケアを実施するため、施設の改修、設備整備及び備品の購入を行う事業

イ 児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、母子生活支援施設、児童自立生活

援助事業所、小規模住居型児童養育事業所、里親又は児童家庭支援センター（以

下「施設等」という。）において、入所児童等の生活向上を図るため、老朽化した

乳児・児童用のベッド、乳児呼吸用モニター、緊急地震速報受信装置等、児童の

安全の確保のために必要な備品の購入若しくは更新又はフローリング貼・カーペ

ット敷等の設備の購入、更新若しくは改修を行う事業



(２) 小規模住居型児童養育事業所等開設支援事業

小規模住居型児童養育事業所、児童自立生活援助事業所、地域小規模児童養護施

設、分園型小規模グループケア又は児童家庭支援センターを新設し、事業を実施す

る場合に必要な改修整備、設備整備及び備品の購入を行う事業

(３) 児童養護施設等におけるＩＣＴ化推進事業

児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、母子生活支援施設、児童自立生活援

助事業所、小規模住居型児童養育事業所、児童家庭支援センター、里親支援センタ

ー、社会的養護自立支援拠点事業所又は妊産婦等生活援助事業所において、業務負

担の軽減を図るため、ＩＣＴ化の推進に資する機器等の整備を図る事業

(４) 児童養護施設等における性被害防止対策に係る設備等支援事業

児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、母子生活支援施設、児童自立生活援

助事業所又は小規模住居型児童養育事業所において、性被害防止対策を図るため、

パーテーション、簡易扉、簡易更衣室、カメラ、人感センサーライト等の設備の購

入又は更新を行う事業

（補助事業の制限）

第２条の４ 前条第１号ア及びイ並びに第２号に掲げる事業については、事業を行う施

設等１箇所につき１回に限り補助事業とするものとする。ただし、次の各号に掲げる

いずれかに該当する場合は、この限りでない。

（１）児童養護施設において、小規模かつ地域分散化を図るために必要な改修整備、

設備整備及び備品の購入を行う事業を実施する場合

（２）乳児院において、ケアニーズが非常に高い子どもの養育のため集合する生活単

位を整備するために必要な改修整備、設備整備及び備品の購入を行う事業を実施

する場合

（３）災害等やむを得ない事情により再び同様の事業を実施する場合

２ 前条第１号ア及び第２号に掲げる事業については、当該年度中又は翌年度中に事業

を実施した施設等の運営等を予定している場合に補助事業とするものとする。

(補助率及び補助額)

第３条 第２条の３に規定する補助事業の補助率等については、別表第１に定めるとお

りとする。

２ 補助額は、別表第１の第２欄に掲げる基準額と同表の第３欄に掲げる対象経費の実

支出額とを比較して少ない方の額を選定し、第４欄の補助率を乗じて得た額とする。

(補助金の交付の申請)

第４条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第１号様式による

補助金交付申請書に、納期限の到来した県税について滞納のないことを証する書類（県

税事務所で発行する全税目の納税証明書）を添えて知事に提出しなければならない。



(補助金の交付の決定)

第５条 知事は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を

決定し、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第

２に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付の決定の取消し)

第６条 知事は、補助事業者が別表第２に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第７条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守し

なければならない。

(１) 補助事業の実施に当たっては、別表第２に掲げるいずれかに該当すると認めら

れるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準

じて行わなければならないこと。

(２) 補助事業の内容等の変更（補助金額の増額又は 20 パーセントを超える減額を

いう。）をする場合は、事前に別記第２号様式による変更承認申請書を提出して

知事の承認を受けなければならないこと。

(３) 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければ

ならないこと。

(４) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に別記第３号様式による中止（廃

止）承認申請書を提出し、知事の承認を受けなければならないこと。

(５) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(６) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出につ

いての証拠書類を補助事業の終了年度の翌年度から起算して５年間保管しなけ

ればならないこと。

(７) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理する

とともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならな

いこと。

(８) 補助事業により取得した財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律施行令（昭和 30年政令第 255 号）第 14条第１項第２号の規定によ

り厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、補

助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担

保に供してはならないこと。

(９) 前号の規定により知事の承認を得て財産を処分したことにより収入があった

場合は、当該収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。

(10) 補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税

額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭

和 63 年法律第 108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除すること



ができる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定

する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額を

いう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時に

おいて当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでな

い。

(11) 県税の滞納がないこと。

(12) 補助金の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならないこと。

(実績報告等)

第８条 規則第 11 条第１項の補助事業等実績報告書の様式は、別記第４号様式による

ものとし、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して 30 日を

経過した日又は当該年度の３月 31 日のいずれか早い日までに、知事に提出しなけれ

ばならない。ただし、それにより難い場合は、補助事業の完了の翌年度の４月５日ま

でに提出しなければならない。

２ 補助事業者は、前条第10 号ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、

前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明ら

かになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

３ 補助事業者は、前条第10 号ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であ

って、第１項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消

費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を別記第５号様式による消費税仕入

控除税額等報告書により、速やかに知事に報告するとともに、当該金額を県に返還し

なければならない。

(グリーン購入)

第９条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める

「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めなければならない。

(情報の開示)

第10条 補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例(平成２年高知県条例第

１号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第６条第１項の規定による非開示項目

以外の項目は、原則として開示をするものとする。

(調査及び指示)

第11条 知事は、この要綱の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助

事業者に対し、この補助事業で整備した備品や施設の利用状況等について報告を求め、

又は調査を実施することができる。



附則

１ この要綱は、令和元年 10月１日から施行する。

２ この要綱は、令和７年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき

交付された補助金については、第６条、第７条第６号から第９号まで、第８条第３項、

第10条及び第11条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附則

この要綱は、令和２年８月４日から施行し、令和２年４月１日から適用する。

附則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附則

この要綱は、令和３年６月１日から施行し、令和３年４月１日から適用する。

附則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附則

この要綱は、令和５年４月11日から施行し、令和５年４月１日から適用する。

附則

この要綱は、令和５年10月５日から施行し、令和５年４月１日から適用する。

附則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。



別表第１(第３条関係)

第２　基準額 第３　対象経費 第４　補助率

ア　小規模なグループに
　よるケアを実施するた
　めに必要となる事業

児童養護施設、乳児院及び
児童心理治療施設

イ　ア以外の入所児童等
　の生活環境改善事業

児童養護施設、乳児院、
児童心理治療施設、母子生活
支援施設、児童自立生活援助
事業所及び小規模住居型児童
養育事業所

１施設当たり800万円
事業に必要となる改修費、
施設整備費又は備品購入費
及び賃借料

１施設当たり100万円

事業に必要となる報酬、給
料、職員手当等、報償費、
共済費、旅費、需用費（消
耗品費、燃料費、会議費、
印刷製本費、光熱水費及び
修繕料）、役務費（通信運
搬費、広告料、手数料）、
委託料、使用料及び賃借料
並びに備品購入費

１施設当たり10万円

事業に必要となる需用費
（燃料費、印刷製本費、光
熱水費及び修繕料）、役務
費（通信運搬費及び手数
料）、委託料、使用料及び
備品購入費

※１　留意事項

※２　留意事項

第１　区分

（２）小規模住居型児童養育事業所等開設支援事業

（３）児童養護施設等におけるＩＣＴ化推進事業（※１）

（４）児童養護施設等における性被害防止対策に係る設備等支援事業（※２）

①　ＩＣＴ機器の導入等により業務を効率化することで、人件費等の削減効果が得られた場合には、その財源について、職員の処遇の改善並びにこど

　も及び家庭への対応の強化・取組に充てるよう努めること。

②　ＩＣＴ機器の導入等にあたっては、入札の実施や複数業者から見積書を取得する等により適正価格での購入等を行うこと。

③　システム導入・改修費については補助対象外とする。

①　設備の購入及び更新を行う場合は、入札の実施及び複数業者から見積書を取得する等により適正価格での購入等を行うこと。

②　カメラ設置の要否については、生活するこども等の状況及び施設等における虐待事案の発生状況等を踏まえて各施設等において判断すること。

③　カメラの設置については、必要に応じて、入所するこども等に事前に周知することとし、カメラの設置趣旨・目的等について十分に説明するほか、

　映像の保管・管理体制の整備を行うこと。

④　カメラの設置場所については、児童養護施設等は、入所するこども等の生活の場等であることから、こども等のプライバシーの保護に十分に配慮

　する必要があるため、居室等の生活空間ではなく、目の届きにくい建物内外の死角に当たる場所、事務室等の主に職員等が出入りする場所及び車内

　等の閉鎖的な場所等が撮影範囲となるように設置すること。

⑤　カメラにより特定の個人を識別することができる映像又は画像（以下、「映像等」という。）を取得する場合、当該映像等は「個人情報保護法」

　（平成15年法律第57号 ）第２条に規定する「個人情報」に該当するため、同法の規定を遵守すること。

　　また、入所するこども等や来訪者が防犯のためにカメラにより撮影されていることを容易に認識できる状態で設置するとともに、カメラが作動中

　であることや、撮影した映像等を警察等に提供する場合があることを設置場所等に掲示すること。

⑥　児童養護施設等におけるカメラの設置は性被害防止を目的としたものであるため、同カメラにより撮影した映像等を、こども等の生活状況を共有

　する目的で保護者に提供するなど、本来の目的外で第三者に提供してはならないこと。

（１）入所児童等の
　　生活環境改善事
　　業

１施設当たり800万円 事業に必要となる改修費、
施設整備費並びに備品購入
費及び賃借料

10分の10

４分の３



別表第２（第５条－第７条関係）

１ 暴力団（高知県暴力団排除条例（平成 22 年高知県条例第 36号。以下「暴排条例」

という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（同条

第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であるとき。

２ 暴排条例第 18条又は第 19条の規定に違反した事実があるとき。

３ その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相

談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行

する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと

認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等

の責任を有する者をいう。以下同じ。）が暴力団員等であるとき。

４ 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

５ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

６ 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

７ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品

その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持

又は運営に協力し、又は関与したとき。

８ 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認め

られる者であることを知りながら、これを利用したとき。

９ その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は

第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると

き。



別記

第１号様式（第４条関係）

第 号

令和 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者 住所

氏名

生年月日

令和 年度高知県児童養護施設等環境改善事業費補助金交付申請書

高知県補助金等交付規則第３条及び高知県児童養護施設等環境改善事業費補助金交付要綱

第４条の規定により、補助金の交付関係書類を添えて申請します。

記

１ 補助申請額 金 円

２ 補助事業の目的及び内容

３ 添付書類

(１) 経費所要額調書(別紙１)

(２) 事業実施計画書(別紙２)

(３) 見積書

(４) 歳入歳出予算書(抄本)(別紙３)



(５) 県税の滞納がない旨を証する納税証明書

又は

県税完納情報の提供に係る同意書（※１）及び本人確認書類の写し（※２）

※１：税務課が別に定める「県税完納情報提供事務処理要領」における第４号様式

※２：補助事業者が個人の場合は、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証

の写し等

補助事業者が法人の場合は、法人代表者のマイナンバーカード、運転免許証、

健康保険証の写し等

（注）マイナンバーカードは表面のみコピー（裏面はマイナンバーの表示があ

るため、提出は不可とする。）、健康保険証の保険者番号及び被保険者

等記号・番号は復元できない程度にマスキング処理を施す等してくださ

い。

(６) (１)から(５)までに掲げる書類のほか、参考となる書類

（注） 補助事業者名は、設置主体の代表者名を記入してください。

補助金振込先： 金融機関名

支店

口座名義人(カナ)

口座番号(種別：普通・当座)

種別： 番号：



第２号様式（第７条関係）

第 号

令和 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者 住所

氏名

令和 年度高知県児童養護施設等環境改善事業費補助金変更承認申請書

令和 年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の交付の決定を受けま

した事業について下記のとおり計画を変更したいので、承認されるよう高知県児童養護施設等

環境改善事業費補助金交付要綱第７条第２号の規定により関係書類を添えて申請します。

記

１ 変更理由及びその理由

２ 変更補助金交付額

金 円

３ 添付書類

(１) 変更後経費所要額調書（別紙４）

(２) 変更後事業実施計画書(別紙５)

(３) 変更後歳入歳出予算書（抄本）(別紙６)

(４) (１)から(３)までに掲げる書類のほか、参考となる書類

（注） 内容の変更のみの場合は、変更補助金交付額は、記入しないでください。



第３号様式（第７条関係）

第 号

令和 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者 住所

氏名

令和 年度高知県児童養護施設等環境改善事業中止（廃止）承認申請書

令和 年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の（変更）交付の決定

を受けました事業について、下記のとおり事業を中止（廃止）したいので、承認されるよう、

高知県児童養護施設等環境改善事業費補助金交付要綱第７条第４号の規定により申請します。

記

中止（廃止）理由



第４号様式（第８条関係）

第 号

令和 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者 住所

氏名

令和 年度高知県児童養護施設等環境改善事業費補助金実績報告書

令和 年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の（変更）交

付の決定を受けました事業が完了しましたので、高知県児童養護施設等環境改善事業費補助金

交付要綱第８条第１項の規定により、関係書類を添えて報告します。

記

１ 補助金精算額 円

２ 事業の種類

３ 添付書類

(１) 経費所要額精算書(別紙７)

(２) 事業実施報告書(別紙８)

(３) 歳入歳出決算（見込み）書（抄本）(別紙９)

(４) (１)から(３)までに掲げる書類のほか、参考となる書類



第５号様式（第８条関係）

第 号

令和 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者 住所

氏名

令和 年度高知県児童養護施設等環境改善事業費補助金

消費税仕入控除税額等報告書

令和 年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の（変更）交

付の決定を受けました高知県児童養護施設等環境改善事業費補助金について、高知県児童養護

施設等環境改善事業費補助金交付要綱第８条第３項の規定により、下記のとおり報告します。

記

１ 令和 年 月 日付高知県指令 第 号による補助金交付決定額

金 円 （補助金確定額）

２ 補助金の額の確定時に減額した消費税仕入控除税額等

金 円

３ 消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額等

金 円

４ 補助金返還相当額（３－２）

金 円



別紙１

補助事業者名

① ② ④ ⑤ ⑥
円 円 円 円 円 円

（注）
１　⑤欄は、別表第１に定める基準額を記入してください。

２　⑥欄は③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額に補助率を乗じた額を記入してください。

経　　費　　所　　要　　額　　調　　書

③(①-②)

入所児童等の生活環境改善事業

小規模住居型児童養育事業所等開設
支援事業

児童養護施設等におけるＩＣＴ化推
進事業

児童養護施設等における性被害防止
対策に係る設備等支援事業

合計

事業名 総事業費
寄附金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

補助
基準額

選定額
（補助所要額）

備考



別紙２

事業実施計画書

高知県知事 様

令和 年 月 日

補 助 事 業 者 名

①施設名

②住所
（〒 - ） 電話（ ）

-

③事業に要する費用
円

※内訳等については別添見積書のとおり

（備考）



別紙３

１　歳入の部

円

２　歳出の部

円

令和　　年　　月　　日

補助事業者名

区分 予算額 備考

合計

区分 予算額 備考

合計

歳入歳出予算書（抄本）



別紙４

補助事業者名

① ② ④ ⑤ ⑥
円 円 円 円 円 円

（注）
１　⑤欄は、別表第１に定める基準額を記入してください。

２　⑥欄は③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額に補助率を乗じた額を記入してください。

３　変更が発生した金額及び内容については、変更後の金額及び内容の上に変更前の金額及び内容を括弧書きで記入してください。

変　　更　　後　　経　　費　　所　　要　　額　　調　　書

③(①-②)

入所児童等の生活環境改善事業
（　　　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　）

小規模住居型児童養育事業所等開設支
援事業

（　　　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　）

児童養護施設等におけるＩＣＴ化推進
事業

（　　　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　）

児童養護施設等における性被害防止対
策に係る設備等支援事業

（　　　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　）

合計
（　　　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　）

事業名 総事業費
寄附金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

補助
基準額

選定額
（補助所要額）

備考



別紙５

変更後事業実施計画書

高知県知事 様

令和 年 月 日

補 助 事 業 者 名

①施設名

②住所
（〒 - ） 電話（ ）

-

③事業に要する費用
円

※内訳等については別添見積書のとおり

（備考）

（注）変更が発生した金額及び内容については、変更後の金額及び内容の上に変更前

の金額及び内容を括弧書きで記入してください。



別紙６

１　歳入の部

円

２　歳出の部

円

令和　　年　　月　　日

補助事業者名

（注）変更が発生した金額及び内容については、変更後の金額及び内容の上に変更前の金額
　　　及び内容を括弧書きで記入してください。

区分 予算額 備考

合計

区分 予算額 備考

合計

変更後歳入歳出予算書（抄本）



別紙７

補助事業者名

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
円 円 円 円 円 円 円 円 円

（注）

１　⑤欄は、別表第１に定める基準額を記入してください。

２　⑥欄は③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額に補助率を乗じた額を記入してください。

３　⑦欄は、交付決定額を記入してください。

４　⑧欄は、補助金の受入済額を記入してください。

経　　費　　所　　要　　額　　精　　算　　書

③(①-②)

入所児童等の生活環境改善事業

小規模住居型児童養育事業所等開設
支援事業

児童養護施設等におけるＩＣＴ化推
進事業

児童養護施設等における性被害防止
対策に係る設備等支援事業

合計

事業名 総事業費
寄附金その他
の収入額

差引額
対象経費の
支出額

補助
基準額

選定額
（補助精算額）

補助金
交付決定額

補助金
受入済額

補助金
請求額



別紙８

事業実施報告書

高知県知事 様

令和 年 月 日

補 助 事 業 者 名

①施設名

②住所
（〒 - ） 電話（ ）

-

③事業に要した費用
円

※内訳等については別添領収書のとおり

（備考）



別紙９

１　歳入の部

区分 予算額 決算額 差引き増減(△)

円 円 円

合計

２　歳出の部

区分 予算額 決算額 差引き増減(△)

円 円 円

合計

令和　　年　　月　　日

補助事業者名

備考

備考

歳入歳出決算（見込み）書（抄本）


